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�【【【【eeee----TaxTaxTaxTax】】】】所得税所得税所得税所得税のののの確定申告書時確定申告書時確定申告書時確定申告書時にににに添付添付添付添付がががが省略省略省略省略できるできるできるできる書類書類書類書類がががが追加追加追加追加
国税庁は、e-Taxにおいて添付が省略できる書面が追加されたと発表しました。具体的には以下の３つです。

・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231226_kokuji.htm

e-Taxは、この３つ以外にも医療費・社会保険料・生命保険料・源泉徴収票などの各種証憑についても添付が省略でき、割と便利です。確定申
告のシーズンも近づいてきておりますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

税務論点

�日本会計士協会日本会計士協会日本会計士協会日本会計士協会「「「「監査制度充実強化調査会監査制度充実強化調査会監査制度充実強化調査会監査制度充実強化調査会」」」」をををを設置設置設置設置
日本公認会計士協会は、今般の企業不祥事を踏まえ「監査制度充実強化調査会」の設置を発表しました。現在の会計監査及び企業統治のあり方

について検討を行うことを目的とするものです。
同調査会は日本公認会計士協会会長の諮問機関でありますが、外部有識者を含めて、資本市場のより高い信頼性を確保すべく、広範に監査及び

企業統治制度全体を点検することになります。検討の結果を受け、制度的手当が必要であれば、適宜法改正や監査に関する指針等の改定を提言す
る予定です。 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1621.html

オリンパス・大王製紙の事案のほか、昨今では決算訂正も多くありません。監査がより実効性あるものになることが期待されます。

監査論点

�日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会日本公認会計士協会「「「「中小企業向中小企業向中小企業向中小企業向けけけけ国際財務報告基準国際財務報告基準国際財務報告基準国際財務報告基準」」」」のののの翻訳完了翻訳完了翻訳完了翻訳完了をををを公表公表公表公表
12月20日、日本公認会計士協会は、ＩＦＲS（国際財務報告基準）の中小企業（ＳＭＥ）向け基準の日本版を発表しました。中小企業向け基

準については、以下の特徴があります。 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/ifrs_for_smes.html
・基本的な原則を「フレームワーク」から、また、関連する強制力のあるガイダンスを完全版IFRS（解釈指針を含む）から抽出
・財務諸表の利用者のニーズ及び費用対効果の検討に照らして適切な修正を考慮
・本基準は独立した文書であり、完全版IFRSを参照することを要求されない。また、次の方法により、完全版IFRSを簡易化している

（大半のSMEに関連性がないと予想されるトピックを省略、認識及び測定の原則の簡易化、開示の削減）

会計論点
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